
事業事前評価表 

 

国際協力機構アフリカ部アフリカ第二課 

 

１．案件名（国名） 

国名：ガーナ共和国  

案件名：セコンディ水産振興計画 

    The Project for Fisheries Promotion in Sekondi  

２．事業の背景と必要性  

(1) 当該国における水産セクターの現状と課題 

ガーナ沿岸海域は､ギニア湾海流等の影響で季節的に湧昇流が発生し､生産性の高い海洋

環境が形成されている｡ガーナはアフリカでも有数の漁業国で､トロール漁業などの大規模

漁業と沿岸小型漁船､カヌーによる沿岸漁業が盛んに行われ､海岸延長550km(大陸棚面積約

2 万 km2)ながら､年間約 32 万トンが漁獲されている。その中でも、伝統的なカヌーによる

漁業は漁獲量の約 7割を占める（2010 年）。漁民は約 11 万人で、近年の経済成長に伴う GDP

の拡大により水産業の GDP に占める割合は 4.4%（2007 年）から 1.7%（2011 年）へと低下

しているが、１人当たりの年間水産物消費量は約 30kg に達し、世界平均の 16.7kg の約 2

倍と有数の消費国である（2007 年）。このため、高い水産物需要に国内漁獲量が追い付か

ず、約 19 万トンの水産物を輸入している（2011 年）。ガーナにおける近代的な大規模漁港

はテマ漁港とセコンディ漁港であり、この 2 港のみが製氷施設を有しており、テマ漁港は

遠洋漁業、セコンディ漁港は沿岸漁業が主流である。セコンディ漁港については、地域漁

民の小型漁船やカヌーによる水揚が中心で、漁獲物はセコンディ・タコラディ市及びガー

ナ第 2 の都市であるクマシ等の内陸にも運搬されている。しかし、セコンディ漁港の課題

として、利用者の増加（2万人/日、準備調査収集データ）による漁港の混雑や効率性の悪

化、水揚施設・製氷施設等の不足や混雑による漁獲物の品質低下が挙げられる。特に水揚

げされる小型魚は、適切な保存技術・設備が無いために廃棄されており、漁民は収入機会

を逸している。かかる状況を受け、セコンディ漁港の混雑緩和及び効率的運用、水産物の

品質改善に向けた、セコンディ漁港の能力及び機能の向上が求められている。 

(2) 当該国における水産セクターの開発政策における本事業の位置づけ及び必要性 

ガーナ中期国家開発政策枠組み（GSGDA）（2010-2013）では、漁業の課題として国内需要

に対する供給不足、水産資源の持続的かつ最適な利用等が挙げられ、水揚、保存、加工及

び輸出用施設の拡張、改善が目標となっている。ガーナ漁業・養殖セクター開発計画 

(2010-2015)では、水産業の付加価値産業への変換による漁業コミュニティの生活向上を謳

っている。本事業は、漁港施設の改善を通じ漁港運用の効率化、水産物の品質向上、高付

加価値化を図るもので、同国の開発政策実現に寄与するものである。 

(3) 水産セクターに対する我が国及び JICA の援助方針と実績 

対ガーナ国別援助方針（2012 年 4 月）及び JICA 国別分析ペーパー（JCAP）（2013 年 8 月）

における重点目標に「経済インフラ（電力、運輸交通）」が定められ、地域社会の経済を支

える主要漁港を改修する本事業は同方針に合致している。我が国は、これまでに無償資金

協力「テマ外漁港改修計画」（1994 年）、「セコンディ漁港建設計画」（1998 年）等を実施し、

無償用 
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主要漁港の整備を支援してきた。「セコンディ漁港建設計画」については、2006 年の事後

評価において、高い利用状況や漁民への裨益が確認された。その後も漁港利用は増加し、

現在では 1998 年の計画時想定（51 隻）より隻数 2 倍以上（登録 106 隻、最盛期利用 123

隻）、水揚量も約 2倍に増加している。 

(4) 他の援助機関の対応：特になし。 

３．事業概要  

(1) 事業の目的 

本プロジェクトは、セコンディ漁港において、係留岸壁の延長や関連施設等の整備を行

う事により、漁港の混雑解消及び漁獲物の鮮度向上を図り、もって同港の水産物安定供給

に寄与する。 

(2) プロジェクトサイト/対象地域名 

ウェスタン州セコンディ・タコラディ市（人口約 45 万人（2012 年））。 

(3) 事業概要 

1) 土木工事、調達機器等の内容  

係留岸壁の延長・拡幅（既存防波堤の改良）、連絡道路（カヌー漁船用係留機能付）の

整備、製氷施設の増設、管理事務所の増設、付帯設備の整備等。 

2) コンサルティング・サービス/ソフトコンポーネントの内容 

詳細設計・施工監理、運営維持管理に関する技術指導等。 

(4) 総事業費/概算協力額 

 総事業費 18.62 億円（概算協力額（日本側）：18.25 億円、ガーナ国側：0.37 億円） 

(5) 事業実施スケジュール（協力期間） 

2014 年 4 月～2016 年 3 月を予定（計 24 ヶ月。詳細設計、入札期間を含む） 

(6) 事業実施体制（実施機関/カウンターパート） 

 ガーナ港湾公社（GPHA） 

(7) 環境社会配慮・貧困削減・社会開発 

1) 環境社会配慮 

① カテゴリ分類：B 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010 年

4 月公布）」に掲げる港湾セクターのうち大規模なものに該当せず、環境への望まし

くない影響は重大でないと判断され、かつ同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしや

すい特性及び影響を受けやすい地域に該当しないため。 

③ 環境許認可：本事業に係る環境影響評価（EIA）報告書は、2014 年 7 月までに環境

保全庁より承認予定。 

④ 汚染対策：工事中の水質汚濁、土壌汚染に対しては、オイルフェンスの設置、処理

地でのシールド設置等の対策により影響を軽減する予定。事業開始後、市街地から

港内への汚水流入については、先方政府により汚水管の流路を変更し流入を止める

等の方策がとられる予定。防波堤工事に際しては、既存の港内海水交換用潮通しを

塞がない様に配慮する。安全性確保と衛生改善のため、岸壁での給油と水揚の輻輳

を解消するべく配慮する。 

⑤ 自然環境面：事業対象地域は国立公園等の影響を受けやすい地域またはその周辺に



 3

該当せず、自然環境への望ましくない影響は最小限であると想定される。 

⑥ 社会環境面：連絡道路建設に伴い、小規模商業施設 15 店舗の移転及び一時移転が発

生する。国際協力機構環境社会配慮ガイドライン（2010 年 4 月公布）に基づいた GPHA

による代替地提供等補償方針に沿って移転が実施される。補償方針については、ス

テークホルダー協議にて被影響住民からの理解、基本的同意を得ている。 

⑦ その他・モニタリング：工事中、供用後ともに、GPHA 内 Port Estate and Environment

課が、港内の水質、廃棄物、生活・生計活動（小規模店舗等）についてモニタリン

グを行う。 

2) 貧困削減促進：漁業を営む零細漁民の収入向上が期待される。 

3) 社会開発促進（ジェンダーの視点、エイズ等感染症対策、参加型開発、障害者配慮等） 

魚の買付、加工、小規模店舗等、港内における女性の商業活動は盛んであり、ステー

クホルダー向けセミナー等への参加を促進している。また、漁港運営について管理者と

ステークホルダーが、施設利用や各種料金等について情報交換や協議を行う「漁業諮問

委員会」を設置する計画としている。 

(8) 他事業、ドナー等との連携・役割分担：特になし。 

(9) その他特記事項：特になし。 

 

(1)事業実施の前提条件：漁港内施設建設に対する環境認可（環境保全庁）及び建築許可（港

湾庁）取得。沈船・放置船の除去、小規模商業施設の移転及び一時移転。 

(2)プロジェクト全体計画達成のための外部条件：特になし。 

 

(1) 類似案件の評価結果：水産分野における類似案件の評価によると、我が国から離れた

西アフリカでは、日本製機材等のスペアパーツの入手が困難なことにより維持管理に支障

をきたすケースがあり、機材の調達の際には留意が必要との指摘がある。 

(2) 本事業への教訓：「セコンディ漁港建設計画」で導入した日本製製氷機は、これまで先

方実施機関の人員・予算により適切に維持・管理されて来たが、本事業で供与される製氷

機等輸入機材についても、引続きスペアパーツの調達を含めた維持・管理を継続出来るよ

う、運営維持管理計画策定に関する技術指導を行う。 

６. 評価結果 

以下の内容により本案件の妥当性は高く、また有効性が見込まれると判断される。 

(1) 妥当性：ガーナ中期国家開発政策枠組み（GSGDA）（2010-2013）において、水揚、保存、

加工及び輸出用施設の拡張、改善が目標となっている。また、本事業は対ガーナ国別援助

方針及び JCAP において重点目標「経済インフラ（電力、運輸交通）」に位置づけられる。

以上から、ガーナの水産振興のため、セコンディ漁港の能力・機能向上整備を行う妥当性

は高い。 

４. 外部条件・リスクコントロール 

５. 過去の類似案件の評価結果と本事業への教訓 
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(2) 有効性 

 1) 定量的効果 

指標名 
基準値 

（2013 年実績値） 

目標値（2019 年） 

【事業完成 3 年後】 

水揚岸壁・準備岸壁の平均混雑率（％） 400％ 100％以下 

水揚及び準備岸壁背後の漁網占有率（％） 

（準備作業に伴う短期保管は可） 

70％ 10％以下 

セコンディ漁港における氷需要への充足率（年平均）

〈計画時の氷需要量を基準値とする〉 

45.5％ 70％以上 

 2) 定性的効果：公平で平等な施設運用、安全性向上、汚染リスクの減少、水産データの

質的向上、漁業者への管理指導体制強化、物流の促進。  

７. 今後の評価計画 

(1) 今後の評価に用いる主な指標：６.(2) 1)のとおり。 

(2) 今後の評価のタイミング：事後評価（事業完成３年後） 

以 上 


